



　【金銭預託】 この寄付金を寄付金税控除の控除対象寄付金としてお住まいの市町村へ（所得税の寄付控除の適用を受けるため確定申告書を提出する方税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金控除の適用を受けられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年5月受付分）＊寄付者意向により金額不記載
【金銭預託】
＜福祉推進のため
○及川　　武様（花月町　119回目）　　　　５，０００円　○林　　　セツ様（緑ヶ丘）　　　　　　　１０，０００円
＜故人が生前お世話になったため＞
○菅原　　吉和様（端野町川向）　　　　　３０，０００円　○福田　　嘉博様（端野町一区）　　　　　３０，０００円
○木村　　勝子様（常川）　　　　　　　　２０，０００円　○佐藤　裕子・佐藤　周勝様（泉町）　　　３０，０００円
○大谷　　俊子様（常呂町字常呂）　　　　３０，０００円　○古橋　　良之助様（留辺蘂町旭東）　　　１０，０００円
＜各種祝い返しにかえて＞
○松崎　　常雄様（端野町豊実）　　　　　２０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【物品預託】
○旭川地方道新会北見地区会様（北１東４）　車椅子　1台　

















あたたかいご寄付をありがとうございました



この寄付金を寄付金税控除の控除対象寄付金としてお住まいの市町村へ（所得税の寄付控除の適用を受けるため確定申告書を提出する方は税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。　　　　　　
（令和７年１２月受付分）　　＊印は寄付者の意向により住所不記載　
＜故人が生前お世話になったため＞
〇宮下　憲一　様（端野町）　　　３０,０００円　　　〇菅野　良貴　様（端野町）　　　　　３０,０００円
〇藤原　クニ子　様（常呂町）　　３０,０００円　　　〇大廣　康己　様（常呂町）　　　　　３０,０００円
〇岡部　ミヨ　様（留辺蘂町）　　　３０,０００円　　　〇石谷　キヨ子　様（留辺蘂町）　　　　３０,０００円
＜福祉推進のために＞
〇笹山　一夫　様（北見市）≪１７回目≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３００,０００円
〇匿　　　名　様（北見市）　　　８３,５３５円　　　＊匿　　　名　様　　　　　　　　　　　１０,０００円
〇宮下　憲一　様（端野町）　　　２０,０００円　　　〇阿部　美恵子　様（留辺蘂町）　　　　１０,０００円
〇サークル涼風　様（北見市）　　　５,０００円　　　〇３８踊の会　様（北見市）　　　　　　５,０００円
〇北見友の会　様（北見市）　　　１０,０００円　　　〇手芸サークルはな　様（北見市）　　　３,０００円
〇萩の会　様（端野町）　　　　　　５,０００円　　　〇ハンドメードすみれ会　様（北見市）１０,０００円
〇北見シルバーフリーダンスクラブ　様（北見市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１７,０００円
〇ボランティアサークルクリエーティブワーク　様（北見市）　　　　　　　　　　　　　　　　 １０,０００円
〇オホーツク芸術文化推進会ピルエット　様（北見市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５,０００円
〇白龍山遍照院　様（留辺蘂町）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４３,０４４円
＜京セラ基金積立てのため＞
〇京セラ北海道北見工場従業員一同　様（北見市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２３,５５６円
＜福祉推進のために（会の解散による）＞
〇北見市若がえり友の会　様（北見市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２０,０００円
＜４６周年を迎える事が出来た記念に＞
〇きむらダンス教室　様（北見市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０,０００円
＜ふれあい広場るべしべチャリティーバザーの益金を＞
〇（株）エムリンク 小規模多機能ホーム夢ふうせんこころ　様（留辺蘂町）　　　　　　　　　　　　１,３４８円
〇留辺蘂ボランティアすみれ会　様（留辺蘂町） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５,０００円
〇もくもく倶楽部　様（留辺蘂町） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７,０００円
＜クリスマスコンサートの益金の一部を福祉推進のために＞
〇社会医療法人　雄俊会　理事長　三角　彰宏　様（留辺蘂町）　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０,０００円































